
第５０号議案                            

   足立区事務手数料条例の一部を改正する条例       

 上記の議案を提出する。                     

  令和５年６月２１日                     

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生    

 

   足立区事務手数料条例の一部を改正する条例 

 足立区事務手数料条例（昭和３３年足立区条例第１号）の一部を次の

ように改正する。 

 別表第５中１１１の項を１１４の項とし、１０１の項から１１０の項

までを３項ずつ繰り下げ、同表１００の項中「第１１条の４第１項」を

「第１１条の３第１項」に改め、同項を同表１０３の項とし、同表中９

９の項を１０２の項とし、９４の項から９８の項までを３項ずつ繰り下

げ、同表９３の項中「に基づく１敷地内認定建築物又は１敷地内許可建

築物以外の建築物の建築」を「に基づく建築物の新築又は増築等」に、

「１敷地内認定建築物又は１敷地内許可建築物以外の建築物の建築に関

する特例許可申請手数料」を「公告対象区域内の建築物の新築又は増築

等に関する特例許可申請手数料」に改め、「（１敷地内認定建築物又は

１敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。）」を削り、同

項を同表９６の項とし、同表９２の項中「１敷地内認定建築物以外の建

築物の建築の」を「建築物の新築又は増築等の」に、「１敷地内認定建

築物以外の建築物の認定申請手数料」を「公告対象区域内の建築物の新

築又は増築等の認定申請手数料」に改め、「（１敷地内認定建築物を除

く。以下この項において同じ。）」を削り、同項を同表９５の項とし、

同表９１の項を同表９４の項とし、同表９０の項中「建築される」を「お

いて建築等をする」に改め、同項を同表９３の項とし、同表８９の項を

同表９２の項とし、同表８８の項中「建築される」を「おいて建築等を

する」に改め、同項を同表９１の項とし、同表中８７の項を９０の項と



し、６８の項から８６の項までを３項ずつ繰り下げ、同表６７の項中「第

５８条」を「第５８条第１項」に、「高度地区内」を「高度地区」に改

め、同項を同表６９の項とし、同項の次に次の１項を加える。 

７０ 建築基準法第５

８条第２項の規定に

基づく建築物の高さ

に関する特例の許可

の申請に対する審査 

高度地区における建

築物の高さの特例許

可申請手数料 

１件につき １６万円 許可申請のと

き 

 別表第５中６６の項を６８の項とし、６５の項を６７の項とし、同表

６４の項中「第５５条第３項」を「第５５条第４項」に改め、同項を同

表６６の項とし、同項の前に次の１項を加える。 

６５ 建築基準法第５

５条第３項の規定に

基づく建築物の高さ

に関する特例の許可

の申請に対する審査 

建築物の高さの特例

許可申請手数料 

１件につき １６万円 許可申請のと

き 

 別表第５中６３の項を６４の項とし、５９の項から６２の項までを１

項ずつ繰り下げ、５８の項の次に次の１項を加える。 

５９ 建築基準法第５

２条第６項第３号の

規定に基づく建築物

の容積率に関する特

例の認定の申請に対

する審査 

建築物の容積率の特

例認定申請手数料 

１件につき ２万８，０００円 認定申請のと

き 

 別表第６中 

「 

ア 住戸ご

との申請

の場合 

申請戸数が１戸のもの ４，７００円 

１の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が２戸

以上５戸以下のもの 

９，４００円 

１の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が６戸

以上１０戸以下のもの 

１万６，０００円 

 



    

１の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が１１

戸以上２５戸以下のもの 

２万７，０００円 

１の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が２６

戸以上５０戸以下のもの 

４万５，０００円 

１の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が５１

戸以上１００戸以下のもの 

８万２，０００円 

１の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が１０

１戸以上２００戸以下のもの 

１３万１，０００円 

１の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が２０

１戸以上３００戸以下のもの 

１７万円 

１の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が３０

１戸以上のもの 

１８万５，０００円 

イ １の建

築物の申

請の場合 

（ア） 住

戸の部

分（人の

居住の

用途に

供する

部分に

限る。以

下同

じ。） 

建築物の総戸数が１戸のもの ４，７００円 

建築物の総戸数が２戸以上５戸以下の

もの 

９，４００円 

建築物の総戸数が６戸以上１０戸以下

のもの 

１万６，０００円 

建築物の総戸数が１１戸以上２５戸以

下のもの 

２万７，０００円 

建築物の総戸数が２６戸以上５０戸以

下のもの 

４万５，０００円 

建築物の総戸数が５１戸以上１００戸

以下のもの 

８万２，０００円 

建築物の総戸数が１０１戸以上２００

戸以下のもの 

１３万１，０００円 

建築物の総戸数が２０１戸以上３００

戸以下のもの 

１７万円 

建築物の総戸数が３０１戸以上のもの １８万５，０００円 

（イ） 共

用廊下

等の部

分（住宅

の用途 

当該部分の床面積の合計が３００平方

メートル以内のもの 

９，３００円 

当該部分の床面積の合計が３００平方

メートルを超え１，０００平方メートル

以内のもの 

１万６，０００円 

  

を 



     

 に供す

る共用

廊下、共

用階段

その他

共用部

分をい

う。以下

同じ。） 

当該部分の床面積の合計が１，０００平

方メートルを超え２，０００平方メート

ル以内のもの 

２万６，０００円 

当該部分の床面積の合計が２，０００平

方メートルを超え５，０００平方メート

ル以内のもの 

８万円 

当該部分の床面積の合計が５，０００平

方メートルを超え１０，０００平方メー

トル以内のもの 

１２万６，０００円 

当該部分の床面積の合計が１０，０００

平方メートルを超え２５，０００平方メ

ートル以内のもの 

１６万円 

当該部分の床面積の合計が２５，０００

平方メートルを超えるもの 

２０万円 

（ウ） 非

住宅の

部分（住

戸の部

分及び

共用廊

下等の

部分以

外の部

分をい

う。以下

同じ。） 

当該部分の床面積の合計が３００平方

メートル以内のもの 

９，３００円 

当該部分の床面積の合計が３００平方

メートルを超え１，０００平方メートル

以内のもの 

１万６，０００円 

当該部分の床面積の合計が１，０００平

方メートルを超え２，０００平方メート

ル以内のもの 

２万６，０００円 

当該部分の床面積の合計が２，０００平

方メートルを超え５，０００平方メート

ル以内のもの 

８万円 

当該部分の床面積の合計が５，０００平

方メートルを超え１０，０００平方メー

トル以内のもの 

１２万６，０００円 

当該部分の床面積の合計が１０，０００

平方メートルを超え２５，０００平方メ

ートル以内のもの 

１６万円 

当該部分の床面積の合計が２５，０００

平方メートルを超えるもの 

２０万円 

」 
 



「 

ア 住戸の部分（人の

居住の用途に供す

る部分に限る。以下

同じ。） 

建築物の総戸数が１戸のもの ４，７００円 

建築物の総戸数が２戸以上５戸以下の

もの 

９，４００円 

建築物の総戸数が６戸以上１０戸以下

のもの 

１万６，０００円 

建築物の総戸数が１１戸以上２５戸以

下のもの 

２万７，０００円 

建築物の総戸数が２６戸以上５０戸以

下のもの 

４万５，０００円 

建築物の総戸数が５１戸以上１００戸

以下のもの 

８万２，０００円 

建築物の総戸数が１０１戸以上２００

戸以下のもの 

１３万１，０００円 

建築物の総戸数が２０１戸以上３００

戸以下のもの 

１７万円 

建築物の総戸数が３０１戸以上のもの １８万５，０００円 

イ 共用部分（住宅の

用途に供する共用

廊下、共用階段その

他共用部分をいう。

以下同じ。） 

当該部分の床面積の合計が３００平方

メートル以内のもの 

９，３００円 

当該部分の床面積の合計が３００平方

メートルを超え１，０００平方メートル

以内のもの 

１万６，０００円 

当該部分の床面積の合計が１，０００平

方メートルを超え２，０００平方メート

ル以内のもの 

２万６，０００円 

当該部分の床面積の合計が２，０００平

方メートルを超え５，０００平方メート

ル以内のもの 

８万円 

当該部分の床面積の合計が５，０００平

方メートルを超え１０，０００平方メー

トル以内のもの 

１２万６，０００円 

当該部分の床面積の合計が１０，０００

平方メートルを超え２５，０００平方メ

ートル以内のもの 

１６万円 

当該部分の床面積の合計が２５，０００

平方メートルを超えるもの 

２０万円 

ウ 非住宅の部分（住

戸の部分及び共用

部分以外の部分を

いう。以下同じ。） 

当該部分の床面積の合計が３００平方

メートル以内のもの 

９，３００円 

 



   

 当該部分の床面積の合計が３００平方

メートルを超え１，０００平方メートル

以内のもの 

１万６，０００円 

当該部分の床面積の合計が１，０００平

方メートルを超え２，０００平方メート

ル以内のもの 

２万６，０００円 

当該部分の床面積の合計が２，０００平

方メートルを超え５，０００平方メート

ル以内のもの 

８万円 

当該部分の床面積の合計が５，０００平

方メートルを超え１０，０００平方メー

トル以内のもの 

１２万６，０００円 

当該部分の床面積の合計が１０，０００

平方メートルを超え２５，０００平方メ

ートル以内のもの 

１６万円 

当該部分の床面積の合計が２５，０００

平方メートルを超えるもの 

２０万円 

」    

に、「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済

産業省・国土交通省令第１号）第１０条第１項第２号イ（２）及び同号

ロ（２）に定める基準をいう。以下この表において」を「住宅部分の外

壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギ

ー消費量に関する誘導基準（令和４年国土交通省告示第１１０６号）を

いう。以下」に、「イ 共用廊下等の部分」を「イ 共用部分」に、 

「 

ア 住戸ごとの申請

の場合 

申請戸数が１戸のもの ３，３００円

１の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が２戸以上５戸以下のもの 

６，６００円

１の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が６戸以上１０戸以下のもの 

１万１，０００円

１の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が１１戸以上２５戸以下のも

の 

１万９，０００円

１の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が２６戸以上５０戸以下のも

の 

３万２，０００円

  
 



 １の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が５１戸以上１００戸以下の

もの 

５万８，０００円

１の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が１０１戸以上２００戸以下

のもの 

９万３，０００円

１の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が２０１戸以上３００戸以下

のもの 

１２万２，０００円

１の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が３０１戸以上のもの 

１３万４，０００円

イ １の建築物の申

請の場合 

 

（ア） 

住戸

の部

分 

建築物の総戸数が１戸のも

の 

３，３００円

建築物の総戸数が２戸以上

５戸以下のもの 

６，６００円

建築物の総戸数が６戸以上

１０戸以下のもの 

１万１，０００円

建築物の総戸数が１１戸以

上２５戸以下のもの 

１万９，０００円

建築物の総戸数が２６戸以

上５０戸以下のもの 

３万２，０００円

建築物の総戸数が５１戸以

上１００戸以下のもの 

５万８，０００円

建築物の総戸数が１０１戸

以上２００戸以下のもの 

９万３，０００円

建築物の総戸数が２０１戸

以上３００戸以下のもの 

１２万２，０００円

建築物の総戸数が３０１戸

以上のもの 

１３万４，０００円

（イ） 

共用

廊下

等の

部分 

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以内の

もの 

６，５００円

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートルを超え

１，０００平方メートル以内

のもの 

１万１，０００円

当該部分の床面積の合計が

１，０００平方メートルを超

え２，０００平方メートル以

内のもの 

１万８，０００円

 

を 



   

  当該部分の床面積の合計が

２，０００平方メートルを超

え５，０００平方メートル以

内のもの 

５万６，０００円

当該部分の床面積の合計が

５，０００平方メートルを超

え１０，０００平方メートル

以内のもの 

８万８，０００円

当該部分の床面積の合計が

１０，０００平方メートルを

超え２５，０００平方メート

ル以内のもの 

１１万２，０００円

当該部分の床面積の合計が

２５，０００平方メートルを

超えるもの 

１４万円

（ウ） 

非住

宅の

部分 

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以内の

もの 

６，５００円

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートルを超え

１，０００平方メートル以内

のもの 

１万１，０００円

当該部分の床面積の合計が

１，０００平方メートルを超

え２，０００平方メートル以

内のもの 

１万８，０００円

  当該部分の床面積の合計が

２，０００平方メートルを超

え５，０００平方メートル以

内のもの 

５万６，０００円

当該部分の床面積の合計が

５，０００平方メートルを超

え１０，０００平方メートル

以内のもの 

８万８，０００円

当該部分の床面積の合計が

１０，０００平方メートルを

超え２５，０００平方メート

ル以内のもの 

１１万２，０００円

当該部分の床面積の合計が

２５，０００平方メートルを

１４万円

 



  超えるもの 

                            」 

「 

ア 住戸の部分 建築物の総戸数が１戸のも

の 

３，３００円

建築物の総戸数が２戸以上

５戸以下のもの 

６，６００円

建築物の総戸数が６戸以上

１０戸以下のもの 

１万１，０００円

建築物の総戸数が１１戸以

上２５戸以下のもの 

１万９，０００円

建築物の総戸数が２６戸以

上５０戸以下のもの 

３万２，０００円

建築物の総戸数が５１戸以

上１００戸以下のもの 

５万８，０００円

建築物の総戸数が１０１戸

以上２００戸以下のもの 

９万３，０００円

 建築物の総戸数が２０１戸

以上３００戸以下のもの 

１２万２，０００円

建築物の総戸数が３０１戸

以上のもの 

１３万４，０００円

イ 共用部分 当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以内の

もの 

６，５００円

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートルを超え

１，０００平方メートル以内

のもの 

１万１，０００円

当該部分の床面積の合計が

１，０００平方メートルを超

え２，０００平方メートル以

内のもの 

１万８，０００円

当該部分の床面積の合計が

２，０００平方メートルを超

え５，０００平方メートル以

内のもの 

５万６，０００円

当該部分の床面積の合計が

５，０００平方メートルを超

え１０，０００平方メートル

以内のもの 

８万８，０００円



   

 当該部分の床面積の合計が

１０，０００平方メートルを

超え２５，０００平方メート

ル以内のもの 

１１万２，０００円

当該部分の床面積の合計が

２５，０００平方メートルを

超えるもの 

１４万円

ウ 非住宅の部分 当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以内の

もの 

６，５００円

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートルを超え

１，０００平方メートル以内

のもの 

１万１，０００円

 当該部分の床面積の合計が

１，０００平方メートルを超

え２，０００平方メートル以

内のもの 

１万８，０００円

当該部分の床面積の合計が

２，０００平方メートルを超

え５，０００平方メートル以

内のもの 

５万６，０００円

当該部分の床面積の合計が

５，０００平方メートルを超

え１０，０００平方メートル

以内のもの 

８万８，０００円

当該部分の床面積の合計が

１０，０００平方メートルを

超え２５，０００平方メート

ル以内のもの 

１１万２，０００円

当該部分の床面積の合計が

２５，０００平方メートルを

超えるもの 

１４万円

                              」 

に改める。 

 別表第７中 

「 

（ア） 住戸ごとの申請の場

合 

住戸の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

９，７００円 



    

 住戸の床面積の合計が３０

０平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの 

２万１，０００円 

住戸の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のも

の 

４万６，０００円 

 住戸の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上のも

の 

８万１，０００円 

（イ） １

の建築

物の場

合 

住宅部分（建築物

のエネルギー消費

性能の向上に関す

る法律第１１条第

１項に規定する住

宅部分をいう。以

下同じ。） 

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル未満の

もの 

９，７００円 

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満の

もの 

２万１，０００円 

当該部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

のもの 

４万６，０００円 

当該部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上

のもの 

８万１，０００円 

非住宅部分 当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル未満の

もの 

９，７００円 

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上１，

０００平方メートル未満の

もの 

１万６，７００円 

当該部分の床面積の合計が

１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満 

２万７，１００円 

 

を 



  のもの  

  当該部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

のもの 

８万４００円 

当該部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上

１万平方メートル未満のも

の 

１２万８，０００円 

  当該部分の床面積の合計が

１万平方メートル以上２万

５，０００平方メートル未満

のもの 

１６万１，０００円 

当該部分の床面積の合計が

２万５，０００平方メートル

以上のもの 

２０万１，０００円 

」 
 
「 

住宅部分（建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関する法

律第１１条第１項に規定する

住宅部分をいう。以下同じ。）

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル未満の

もの 

９，７００円

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満の

もの 

２万１，０００円

当該部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

のもの 

４万６，０００円

当該部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上

のもの 

８万１，０００円

非住宅部分 当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル未満の

もの 

９，７００円

 



  

 当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上１，

０００平方メートル未満の

もの 

１万６，７００円

当該部分の床面積の合計が

１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

のもの 

２万７，１００円

 当該部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

のもの 

８万４００円

当該部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上

１万平方メートル未満のも

の 

１２万８，０００円

当該部分の床面積の合計が

１万平方メートル以上２万

５，０００平方メートル未満

のもの 

１６万１，０００円

当該部分の床面積の合計が

２万５，０００平方メートル

以上のもの 

２０万１，０００円

                              」 

 「 

（ア） 住戸ごとの申請の場

合 

住戸の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

６，９００円

住戸の床面積の合計が３０

０平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの 

１万５，０００円

住戸の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のも

の 

３万２，０００円

 

に、 



   

 住戸の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上のも

の 

５万７，０００円

（イ） １

の建築

物の場

合 

住宅部分 当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル未満の

もの 

６，９００円

  当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満の

もの 

１万５，０００円

当該部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

のもの 

３万２，０００円

当該部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上

のもの 

５万７，０００円

非住宅部分 当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル未満の

もの 

６，９００円

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上１，

０００平方メートル未満の

もの 

１万１，８００円

当該部分の床面積の合計が

１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

のもの 

１万９，１００円

当該部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

のもの 

５万６，４００円

当該部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上

１万平方メートル未満のも 

９万円

を 



 

  の 

  当該部分の床面積の合計が

１万平方メートル以上２万

５，０００平方メートル未満

のもの 

１１万３，０００円

当該部分の床面積の合計が

２万５，０００平方メートル

以上のもの 

１４万１，０００円

」 

「 

住宅部分 当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル未満の

もの 

６，９００円

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満の

もの 

１万５，０００円

当該部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

のもの 

３万２，０００円

当該部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上

のもの 

５万７，０００円

非住宅部分 当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル未満の

もの 

６，９００円

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上１，

０００平方メートル未満の

もの 

１万１，８００円

当該部分の床面積の合計が

１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

のもの 

１万９，１００円

 



  

 当該部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

のもの 

５万６，４００円

当該部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上

１万平方メートル未満のも

の 

９万円

当該部分の床面積の合計が

１万平方メートル以上２万

５，０００平方メートル未満

のもの 

１１万３，０００円

 当該部分の床面積の合計が

２万５，０００平方メートル

以上のもの 

１４万１，０００円

                              」 

に改め、「同号ロ（３）に定める基準をいう。以下同じ。）」の次に「又

は誘導仕様基準」を加え、 

「            「 

仕様基準による場合 を 
仕 様 基 準 又 は 誘 導 仕 様

基準による場合 
  に改め、同表 

           」             」 

備考１４中「向上計画認定申請手数料等」の次に「（誘導仕様基準以外

による場合に限る。）」を加え、同表備考１５中「（仕様基準」の次に

「又は誘導仕様基準」を加える。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 （提案理由） 

 都市の低炭素化の促進に関する法律等の改正に伴い、規定を整備する

必要があるので、この条例案を提出いたします。 


